
若

狭

守

護

一

色

氏

の

在

国

支

配

機

構

-
小
守
護
代
と
在
国
奉
行
を
中
心
に
-

は

じ

め

に

南
北
朝
室
町
期
守
護
の
分
国
支
配
に
お
い
て
'
守
護
代
の
果
た
す
役
割
の
大
き
さ

に
つ
い
て
は
改
め
て
多
言
を
要
す
る
も
の
で
は
な
-
'
当
該
期
守
護
権
力
の
分
析
に

と
っ
て
守
護
代
の
実
態
解
明
は
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
。
か
か
る
視
点
か
ら
、
か
つ

(
I
)

て
取
り
上
げ
た
斯
波
氏
の
も
と
の
越
前
・
遠
江
守
護
代
甲
斐
氏
に
続
い
て
、
近
年
若

狭
守
護
l
色
氏
の
も
と
の
守
護
代
小
笠
原
氏
・
三
方
氏
の
動
向
を
不
十
分
な
が
ら
秩

討
し
'
南
北
朝
期
の
小
笠
原
長
房
が
在
国
し
な
が
ら
か
な
り
の
強
権
を
も
っ
て
分
国

経
営
に
当
っ
た
こ
と
へ
室
町
期
の
三
方
範
忠
は
在
京
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
7
族
を

在
国
守
護
代
と
し
て
下
国
さ
せ
た
り
、
小
守
護
代
の
改
菅
を
通
じ
て
在
地
に
お
け
る

守
護
権
力
の
保
埼
浸
透
に
努
め
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
短
し
か
し
、
そ
の
際
三

方
氏
の
も
と
の
小
守
護
代
長
法
寺
氏
・
松
山
氏
に
つ
い
て
若
干
論
及
し
た
こ
と
を
除

け
ば
、
在
国
支
配
機
構
の
考
証
、
分
析
は
等
閑
に
付
し
て
き
た
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、

一
色
氏
清
政
下
の
若
狭
に
お
け
る
在
国
支
配
機
構
の
構
造
が
'
守
護
代
の
在
国
し
た

南
北
朝
期
か
ら
、
在
京
す
る
よ
う
に
な
る
室
町
期
に
か
け
て
い
か
な
る
変
化
を
遂
げ

た
の
か
を
、
小
守
護
代
と
在
国
奉
行
の
関
係
を
通
じ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

河

村

昭

一

兵
庫
教
育
大
学
第
2
部
(
社
会
系
教
育
講
座
)

一
武
田
重
信
と
在
国
奉
行

-
在
国
支
配
機
構
の
形
成

(
3
)

「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
(
以
下
「
守
護
次
第
」
と
略
記
)
の
「
一
色
修
理
大
夫
入

道
信
侍
(
範
光
)
」
の
項
に
は
'
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
A
】

貞
治
五
年
八
月
よ
り
給
之
、
両
便
伊
藤
入
道
・
遠
山
入
道
下
向
、
代
官
小
笠
原

源
蔵
人
大
夫
長
尾
欄
三
、
(
中
略
)
信
倖
御
逝
去
之
後
、
小
笠
原
三
河
守
出
家
、

法
名
道
他
晶
堊
'
又
代
官
武
田
右
重
冗
重
信
、
同
出
家
、
法
名
浄
源

臆
永
三
年
正
月
廿
五
日
死
去

子
息
左
近
将
監
長
盛
又
代
守
護
代

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
色
範
光
は
守
護
職
就
任
と
同
時
に
(
た
だ
し
八
月
で
は
な
-

I
・
r
)

十
月
中
旬
)
、
「
両
便
」
と
し
て
伊
藤
入
道
・
遠
山
入
道
を
下
し
、
守
護
代
に
小
笠

原
長
房
を
任
じ
て
い
る
。
小
笠
原
は
将
軍
近
習
に
出
自
を
も
つ
可
能
性
が
あ
り

(
拙
稿
A
)
、
お
そ
ら
-
両
便
の
二
人
と
同
時
に
若
狭
に
下
国
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る
b
n
)
!
色
氏
に
と
っ
て
ま
っ
た
-
足
が
か
り
を
持
た
な
い
新
天
地
若
狭
の
支
配
は
,

こ
の
よ
う
に
へ
京
都
か
ら
派
遣
さ
れ
た
守
護
代
・
両
便
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
両
便
の
方
は
、
そ
の
後
の
史
料
に
ま
っ
た
く
所
見
が
な

い
の
で
'
あ
る
い
は
、
恒
常
的
機
関
で
は
な
-
、
臨
時
的
役
職
で
あ
っ
た
か
も
知

o

れ
な
い
。
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と
こ
ろ
で
へ
「
守
護
次
第
」
は
武
田
重
信
の
又
代
官
(
以
下
で
は
「
小
守
護
代
」

の
語
を
用
い
る
)
在
職
を
伝
え
て
い
る
が
へ
そ
の
始
期
に
つ
い
て
は
記
さ
な
い
。

こ
の
武
田
は
鎌
倉
期
以
来
の
土
着
武
士
で
は
な
い
と
し
て
も
'
一
色
氏
の
守
護
就

(
7
)

任
以
前
か
ら
若
狭
で
活
動
し
て
い
た
国
人
で
あ
る
か
ら
へ
彼
が
登
用
さ
れ
た
の
は
、

小
笠
原
ら
が
下
向
し
て
多
少
の
時
間
を
経
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
貞
治
六
年
(
一
三

六
七
)
に
武
田
重
信
と
思
わ
れ
る
「
右
京
助
殿
」
が
「
当
守
護
殿
奉
行
」
と
は
別

(
8
)

に
太
良
荘
に
入
部
し
て
礼
銭
を
請
取
っ
て
い
る
の
は
'
小
笠
原
ら
の
入
部
の
翌
年

に
は
'
武
田
が
奉
行
と
は
区
別
さ
れ
る
地
位
を
在
国
支
配
機
構
の
中
に
得
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
次
項
で
述
べ
る
ご
と
-
'
武
田
重
信
と
在
国
奉
行

の
問
の
格
差
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
当
初
か
ら
重
信
が

小
守
護
代
と
称
さ
れ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
の
で
、
彼
の
地
位
に

つ
い
て
は
、
当
面
「
」
を
付
し
て
「
小
守
護
代
」
と
記
す
。

両
便
下
向
か
ら
約
二
か
月
後
、
次
の
よ
う
な
守
護
方
借
物
請
取
状
が
み
ら
れ
る
。

【
史
料
B
】
(
ヱ
八
二
)

若
州
太
良
庄
借
物
事
、
日
東
寺
雑
掌
方
式
拾
貰
文
へ
所
請
□
之
状
如
件
、

貞

治

五

年

十

二

月

十

八

日

□

□

(

花

押

)

直
秀
(
花
押
)
①

こ
の
発
給
人
の
地
位
は
'
太
良
荘
の
年
貢
算
用
状
に
し
ば
し
ば
見
え
る
「
守
護
方

奉
行
」
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
奥
の
直
秀
の
花
押
は
、
応
安
三
年

(
9
)

(
7
三
七
〇
)
八
月
当
時
の
太
良
荘
預
所
直
秀
の
花
押
(
花
押
②
)
と
似
て
い
る
。

こ
の
直
秀
は
、
康
安
元
年
(
1
三
六
1
)
、
当
時
の
守
護
細
川
清
氏
か
ら
半
済
給

主
職
を
預
け
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
寺
家
進
止
の
太
良
荘
預
所
職
も
宛
行
わ
れ
た
と

称
し
て
同
荘
に
入
部
し
(
し
三
〇
)
、
貞
治
六
年
に
も
太
良
荘
預
所
職
を
違
乱
し

て
い
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
渡
辺
弁
法
眼
直
秀
(
な
一
二
二
-
一
・
二
、
,
,
,

四
四
～
五
)
と
お
そ
ら
-
同
人
物
で
あ
ろ
う
.
さ
ら
に
'
元
弘
三
年
(
一
三
三
三
)

十
二
月
十
六
日
に
太
良
荘
に
乱
入
し
た
悪
党
の
一
人
、
渡
野
辺
中
務
丞
の
弟
、
弁

(
2
)

戻
(
ゐ
一
八
-
四
)
も
'
松
浦
義
則
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'
直
秀
に
連
な
る

一
族
へ
も
し
く
は
本
人
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
「
若
狭
国
一
二
宮
社
務
代
々
系

(

2

)

(

3

)

図
」
に
「
倉
見
渡
部
六
郎
」
の
名
が
見
え
る
か
ら
へ
渡
辺
氏
は
国
御
家
人
倉
見
氏

の
系
譜
を
引
く
土
着
武
士
と
み
ら
れ
る
。
以
上
の
推
測
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
'

両
便
・
守
護
代
の
下
向
後
二
か
月
以
内
に
、
鎌
倉
期
以
来
の
土
着
国
人
渡
辺
民
ら

が
在
国
奉
行
に
加
え
ら
れ
、
そ
の
後
武
田
重
信
が
「
小
守
護
代
」
に
任
じ
ら
れ
る

な
ど
、
比
較
的
短
期
の
う
ち
に
、
在
国
武
士
を
含
め
た
支
配
機
構
が
編
成
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
作
業
が
守
護
代
小
笠
原
長
房
の
主
導
の
も
と
に
進

め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
在
国
支
配
機
構
に
組
織
さ
れ
た
国
人
と
小
笠
原
氏
の
間
に

特
別
な
関
係
が
生
じ
た
可
能
性
が
高
-
、
事
実
「
小
守
護
代
」
武
田
重
信
が
小
笠

原
氏
の
私
的
代
官
と
し
て
の
側
面
を
強
-
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

2
一
色
氏
の
諸
役
徴
収
体
制
と
「
小
守
護
代
」
武
田
重
信

一
色
氏
の
代
に
な
る
と
在
国
支
配
機
構
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
太
良
荘
に
対

す
る
守
護
役
、
お
よ
び
幕
府
か
ら
の
公
役
の
催
促
状
、
請
取
状
が
か
な
り
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
表
I
に
よ
っ
て
へ
1
色
氏
の
諸
役
徴
収
に
在
国
支

配
機
構
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
へ
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
表
で
、

守
護
代
小
笠
原
長
房
を
除
-
発
給
人
を
ひ
と
ま
ず
在
国
奉
行
と
み
な
し
て
'
役
の

種
別
、
催
徴
・
請
取
の
別
に
分
け
て
改
め
て
整
理
し
て
み
る
と
、
表
Ⅱ
の
よ
う
な

原
則
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
か
ら
の
公
役
と
上
下
宮
・
八

幡
宮
神
事
役
の
催
徴
文
書
を
発
給
す
る
の
は
守
護
代
小
笠
原
長
房
に
限
ら
れ
る
の

に
対
し
て
'
請
取
状
の
方
は
'
守
護
役
も
含
め
て
在
国
奉
行
が
発
給
し
て
い
る
。

ま
た
へ
守
護
夫
の
催
促
状
は
例
外
な
-
重
信
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
'

守
護
代
と
在
国
奉
行
の
間
の
分
掌
関
係
が
当
初
か
ら
明
確
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
守
護
代
の
地
位
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
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花押出典一覧

番号 - 署 名 文 書 日 付 出 典 表 I No.

① 直秀 貞治 5 .12 .18 ヱ 8 2 1

5

ゥ 直秀 応安 3 . 8 .9 「東寺 文書」 書

③ 重信 応安 6 .10 .2 オ 63

④ (重信 カ)

(重信 カ)

永徳元.10 .8 ハ 83 18

⑤ ⑥ 嘉慶元一10▼15 教王護 国寺文書 64 1 63

⑦ ⑧ 応永 5 . 6 .13 ア 111 66

⑨ 永 和 3 .8 . 3 大谷雅彦氏所 蔵文書

⑲ 散位 重信 (年 欠) 5 . 1 明通寺文書

iD 浄 源 嘉 慶 2 .10 .23 ョ x %

⑫ 浄玖 応永 11.5 .22 秦文書

⑬ ⑭ 浄玖 . 寿恩 応永 12 .8 .3 明通寺文書

花押の掲載については、京都府立総合資料館(①③④⑦⑧)、東寺(②)、
京都大学文学部博物館(6)⑥)、大谷雅彦氏(⑨)からそれぞれ許可を得た。
なお、 ⑩⑬⑭は『小浜市史』社寺文書編、 ⑪⑫は同諸家文書編三の各巻末
「花押・印章一覧」から転載した。
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表I一色氏治政下の太良荘に対する守護役・公役等催促状・請取状の発給人

Na 文 書 日 付

守 護 役 公 役

出 典守護夫
上下宮 . 八 l

幡宮神事役
守護段銭 そ の 他 御 家 人 役 段 銭

催促状 催 促 状 配 符 請 取 状 催 促 状 請 取 状 配 符

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
～
27
28
29
～
61
62
63
64
65
66

貞治 5 . 12. 18

応安 3 . 9 . 4

" 4 .閏3 . 7
5 . 7

〝 6 . 10. 2
10. 29

康暦 2 . 12. 14
永徳元. 2 . 10
(康暦 3 ) 2 . 26

5 . 7
5 . 27
6 . 1
6 . 24
7 . 1
8 . □
9 . 2
9 . 7
10.
11ー 5
ll. 9
12. 15
12. 20

( 4 例 略)
永徳 2 . 4 . 21

6 . 1
6 . 3

(31 例 略)
至徳 2 . 12. 26
(年欠) 12. 2
嘉座元. 10. 15

'・蝣[ I
明徳 5 . 6 . 1
応永 5 . 6 . 13

重信
重信
重信

重信
重信
重信

重信

重信

重信

～
重信

重信

～
重信

小笠原長房

小笠原長房
(長盛 .浄玖)

其A . 直秀

某B .某 C

重信

小笠原長房
小笠原長房

小笠原長房

小笠原長房

I

重信 . 縫紋

重信
小四郎
小四郎

某D

重信

重信

(浄玖 . 重信)
(留守所)

ヱ 82
オ 54

ツ 64
オ 57
オ 63
オ 64
教 594▼4

教 594-3
教 594-2

ハ 84▼8
ハ 84-7
ハ 84ー6
教 594-1

ハ 84一5

ハ 84一4
ハ 84-3
教 596

ハ 83
教 597

ハ 84-2
ヌ 29

ハ 84一1

ハ 8-7
"' ‾t>
ハ 88-6

ノ、 91-1
オ 216
教 641
ネ 240

ウ 62
ア 111

上下宮段銭 守 護段銭 ! 段 銭

配 符 配 符 請 取 秩 配 符

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

応永14. 2 . 3
7 . 19
10. ll

〝 18. 9 . ll
〝 19. 7 . 24

′′21.閏7 . 16
12. 17

ノ′22. 9 . 26
′′

′′27. 10. 3
永享 6 . 5 . 7

(留守所)

(留守所)

(留守所)

(留守所)

勝馬氏.兼田氏か)

承盛

(留守所)
(留守所)

(留守所)

(留守所)
(留守所)

ツ 97
10 1

ハ 106

-1- 113
ル 133
ア 141
ア 142
オ 13ト5
オ 131-6
オ 128

ノ 214

注( 1 )守護夫の欄で省略したNa23-26、 Na30-60の合計35例は、すべて重信o
(2)上下宮・八幡宮神事役:放生会・流鏑馬役(No.28・65)
(3)その他の守護役:借物(Nal)兵椴銭(Na4)御飯米(Nal9)
(4)御家人役:御所節供料足(Not2・9・17)閏月御所賛殿方料足(Na3)築地料足(Na5)閏月御所

御台所料足(Na6)宝選院殿御仏事料足(Na7)御産方料足(Na8)御所御祝料足(Na
13)御所椀飯料足(Na21・62)

(5)公役の段銭:賀茂造菅井公家進等段銭(Na63・64)官庁造営段銭(Na68)内宮役夫工米段銭(Nq69)
大嘗会段銭(Na71・75)即位段銭(Na72・73)奉幣米段銭(Na74)

(6) Na62の年代は、応安6年と嘉慶元年の間o
(7) ( )内は、花押のみで署名はないが、他の史料から推定したもの(本文参照)0
(8) (留守所)は留守所下文のことで、発給人は日代・税所代を含む3人(注13拙稿参照)0
(9)出典は、教(r教王護国寺文書」)を除き、すべてF東寺百合文書日録』の函名と文書番号O
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諸役徴収関係文書の発給人

役 の 種 別 催 徴 請 取

公 役 守護代 奉 行

守 夫 役 奉行は信) ?

護 神事役 守護代 ?

役 その他 ? 奉 行

と
こ
ろ
で
、
表
I
に
よ
っ
て
在
国
奉
行

の
署
判
の
あ
り
方
を
み
る
と
、
応
安
期
以

前
の
三
点
は
い
ず
れ
も
二
名
連
署
で
か
つ

署
判
者
は
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
の
に
対

し
て
'
そ
れ
以
後
は
単
著
と
な
る
。
し
か

し
'
署
判
者
は
重
信
1
小
四
郎
-
某
D
と

変
遷
し
、
一
定
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
永

徳
元
年
(
1
三
八
l
)
九
月
七
日
付
(
N

1
 
7
)
以
後
は
重
信
に
固
定
す
る
。
す
な
わ

ち
へ
諸
役
徴
収
に
お
け
る
在
国
奉
行
の
間

以
上
に
よ
っ
て
、
表
I
の
N
a
7
以
降
の
重
信
は
す
べ
て
「
小
守
護
代
」
武
田
重

信
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
立
証
で
き
た
が
、
恥
5
の
重
信
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

恥
5
の
重
信
と
そ
の
他
の
重
信
の
相
違
点
は
、
花
押
が
若
干
異
な
る
こ
と
と
、
恥

5
の
み
連
署
で
あ
る
点
で
あ
る
が
'
次
の
文
書
が
こ
れ
ら
の
相
違
点
の
溝
を
あ
る

程
度
埋
め
て
-
れ
る
。

【
史
料
担

「
に
し
つ
の
奉
行
状
」

流
鏑
馬
役
事
へ
海
部
左
衛
門
方
へ
相
尋
候
処
、
先
々
不
大
差
符
之
由
申
之
間
、

で
の
分
掌
関
係
は
、
当
初
そ
れ
程
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
の
が
'
次
第
に
重
信
の
も

と
に
収
赦
し
て
い
-
様
相
が
み
て
と
れ
る
。
守
護
夫
催
促
状
の
独
占
的
発
給
と
合

わ
せ
て
へ
諸
役
徴
収
に
お
け
る
重
信
の
優
越
的
地
位
が
永
徳
元
年
頃
を
境
に
確
立

し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
重
信
は
'
「
小
守
護
代
」
武
田
重
信
と
同
名
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
'
当
然
両
者
は
同
一
人
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
是
非
を

以
下
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
表
I
の
中
の
重
信
の
花
押
は
、
^
(
花
押
③
)
を
除
く
と
す
べ
て
同

じ
で
あ
る
か
ら
(
花
押
④
)
へ
N
a
5
以
外
の
重
信
は
同
l
人
物
で
あ
る
O
そ
し
て
、

そ
の
花
押
は
C
5
C
O

2
(
D
の
奥
の
花
押
(
花
押
⑥
)
と
ほ
ぼ
l
致
す
る
。
以
下
は
す
で
に

(
3
)

指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
C
5
C
。
で
重
信
と
共
に
連
署
し
て
い
る
相
手
(
後
述

す
る
津
田
浄
玖
)
の
花
押
(
花
押
⑤
)
は
、
の
奥
の
花
押
(
花
押
⑧
)
と
運

筆
が
酷
似
し
、
C
S
<
X
3
の
日
下
花
押
(
花
押
⑦
)
は
当
時
の
小
守
護
代
武
田
長
盛

(
寿
恩
)
の
花
押
(
花
押
⑭
)
に
l
致
す
る
。
つ
ま
り
、
恥
6
3
の
重
信
と
の

武
田
長
盛
は
同
じ
人
物
と
の
連
署
で
段
銭
配
符
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か

ら
へ
重
信
の
地
位
は
、
武
田
長
盛
と
同
じ
小
守
護
代
と
み
な
す
の
が
も
っ
と
も
自

然
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
長
盛
は
武
田
重
信
の
子
で
あ
る
(
史
料
A
)
0

若
狭
守
護
1
色
氏
の
在
国
支
配
機
構

其
段
可
心
得
申
候
、
恐
々
謹
言
、

(
付
等
)

「
永
和
三
年
」

八
月
三
日

太
良
保
公
文
殿

重
信
(
花
押
)
⑨

こ
の
花
押
は
表
*
-
I
^
g
g
L
O
の
花
押
(
花
押
③
)
と
ほ
ぼ
l
致
す
る
上
へ
署
名
部
分
の

草
名
も
馳
5
よ
り
-
ず
し
方
が
1
段
と
進
ん
で
い
る
も
の
の
へ
同
じ
-
「
重
信
」

と
読
め
る
(
」
*
-
以
降
の
「
重
信
」
は
さ
ら
に
-
ず
し
て
い
る
)
。
史
料
C
の
重

信
は
'
守
護
代
小
笠
原
長
房
が
管
掌
す
る
流
鏑
馬
役
徴
収
に
お
い
て
、
そ
の
実
質

的
責
任
者
と
し
て
単
著
の
文
書
を
発
給
し
て
お
り
、
こ
の
点
N
a
7
以
降
の
重
信
と

重
ね
合
わ
せ
て
も
少
し
も
違
和
感
は
な
い
。
ま
た
、
応
永
二
年
(
一
三
九
五
)
へ

太
良
荘
は
「
放
生
会
事
」
で
「
武
田
殿
」
に
「
一
コ
ン
分
」
を
支
出
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
(
フ
七
三
)
へ
神
事
役
徴
収
に
武
田
重
信
が
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
明
白

(S)

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
へ
史
料
C
の
重
信
は
武
田
重
信
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
0

と
す
れ
ば
、
表
H
-
1
^
L
O
の
重
信
も
、
こ
の
史
料
C
を
介
し
て
'
他
の
重
信
と
同
様
、

武
田
重
信
そ
の
人
と
み
な
す
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
強
論
と
は
い
え
ま
い
。

以
上
に
よ
っ
て
へ
表
I
の
重
信
は
す
べ
て
「
小
守
護
代
」
武
田
重
信
と
考
え
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
毎
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
,
改
め
て
l
色
氏
の
諸
役
徴

収
に
お
け
る
武
田
重
信
の
位
置
を
考
え
て
み
る
と
、
当
初
は
一
般
の
在
国
奉
行
と
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何
ら
変
わ
ら
な
い
立
場
で
、
連
署
の
請
取
状
(
」
ォ
)
を
発
給
し
て
い
た
の
が
、
史

料
C
で
は
ま
だ
「
に
し
つ
の
奉
行
」
(
西
津
荘
は
守
護
所
所
在
地
)
と
称
さ
れ
な
が

ら
も
、
お
そ
ら
く
正
規
の
催
徴
文
書
は
守
護
代
小
笠
原
長
房
の
発
給
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
流
鏑
馬
役
の
徴
収
に
単
独
で
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後

は
'
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
守
護
夫
の
催
徴
は
も
っ
ぱ
ら
重
信
の
独
占
す
る
と
こ

ろ
と
な
り
、
公
役
の
請
取
状
も
永
徳
元
年
九
月
以
降
は
重
信
の
発
給
と
な
る
。
要

す
る
に
へ
初
期
の
段
階
の
武
田
重
信
は
、
在
国
奉
行
と
の
格
差
が
そ
れ
程
顕
著
で

は
な
-
、
い
わ
ば
在
国
奉
行
筆
頭
の
地
位
に
あ
っ
た
の
が
、
次
第
に
他
の
在
国
奉

行
と
の
距
離
を
広
げ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
'
史
料
C
で
重
信
が
「
奉

行
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
表
の
ご
と
-
段
銭
配
符
を
有
力
在

国
奉
行
浄
玖
(
後
述
)
と
の
連
署
で
発
給
し
て
い
る
事
実
へ
そ
し
て
へ
こ
の
二
人

が
'
永
徳
三
年
十
月
十
五
日
へ
在
京
守
護
代
小
笠
原
氏
と
思
わ
れ
る
長
方
(
拙
稿

(
S

A
注
3
7
)
が
名
田
荘
上
村
の
即
位
大
嘗
会
段
銭
免
除
を
下
達
し
た
奉
書
の
宛
所
で

「
両
奉
行
御
中
」
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
少

な
く
と
も
諸
役
徴
収
体
制
に
お
け
る
「
小
守
護
代
」
武
田
重
信
と
在
国
奉
行
と
の

格
差
は
、
ま
だ
決
定
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3
「
小
守
護
代
」
と
し
て
の
武
由
重
信

諸
役
徴
収
に
お
け
る
権
能
が
在
国
奉
行
と
さ
程
異
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
先
に

ふ
れ
た
よ
う
に
、
武
田
重
信
は
在
国
奉
行
と
は
当
初
か
ら
区
別
さ
れ
る
位
置
に
あ
っ

た
。
以
下
で
は
'
重
信
の
「
小
守
護
代
」
と
し
て
の
活
動
を
み
て
お
き
た
い
。

【
史
料
迦

巻
数
一
枝
被
進
候
、
殊
一
口
大
般
若
尊
勝
陀
羅
尼
目
出
度
候
、
寺
社
惣
別
御

祈
祷
へ
弥
可
被
抽
精
誠
之
由
、
可
申
旨
候
、
恐
々
謹
言
、

五

月

八

日

散

位

重

信

(

花

押

)

㊨

明
通
寺
衆
徒
御
中

こ
の
文
書
は
「
之
由
可
申
旨
候
」
の
文
言
か
ら
奉
書
と
み
な
す
べ
き
で
、
発
給
者

cii)

「
散
位
重
信
」
を
武
田
重
信
と
考
え
れ
ば
'
守
護
代
小
笠
原
長
房
皇
思
を
奉
じ
た

も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
巻
数
返
事
で
あ
る
か
ら
、
重
信
の
活
動

は
小
笠
原
長
房
の
い
わ
ば
私
的
代
官
と
し
て
の
そ
れ
と
い
わ
ね
ば
与
り
な
い
r
J

(ァ)

【
史
料
E
】

須
那
浦
山
年
貢
事
へ
為
半
分
御
恩
所
被
宛
行
之
也
、
析
状
如
件
、

嘉

慶

弐

年

十

月

廿

三

日

浄

源

(

花

押

)

⑪

多
烏
刀
祢
所

右
に
見
え
る
須
那
浦
山
は
、
応
安
の
国
一
按
の
際
一
授
方
に
属
し
た
鳥
羽
氏
の
所

領
で
'
1
授
後
開
所
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
惣
領
分
が
「
お
か
さ
わ
ら
の
な
か
ふ
さ

(
小
笠
原
長
房
)
の
御
ち
の
人
」
の
知
行
と
さ
れ
、
そ
の
死
後
多
烏
・
汲
部
両
浦

(S)

刀
祢
に
対
す
る
給
恩
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
浄
源
は
武
田
重
信
の
法
名
で
あ
る

か
ら
(
史
料
A
)
へ
史
料
E
は
守
護
代
小
笠
原
長
房
の
意
を
う
け
た
奉
書
(
「
所
被

(
2
2
)

宛
行
之
也
」
と
あ
り
)
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
内
容
的
に
は
、
守
護
や

幕
府
か
ら
の
上
意
を
下
達
す
る
へ
い
わ
ゆ
る
通
行
系
統
に
属
す
る
も
の
で
は
な
-
、

史
料
D
と
同
様
、
守
護
代
小
笠
原
の
個
人
的
命
の
執
行
と
い
え
る
。

こ
の
他
武
田
は
'
拙
稿
B
・
D
で
指
摘
し
た
よ
う
に
し
ば
し
ば
上
洛
し
て
お
り
へ

(SI

若
狭
と
京
都
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
京
都
の

守
護
一
色
氏
か
ら
召
喚
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
守
護
代
小
笠
原
の
指
示
に
従
っ

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
「
小
守
護
代
」
武
田
重
信
は

諸
役
徴
収
と
い
う
限
り
に
お
い
て
公
的
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
し

て
も
う
そ
れ
が
守
護
代
小
笠
原
長
房
の
主
導
下
に
お
け
る
活
動
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
し
'
そ
の
他
の
彼
の
活
動
に
は
、
小
笠
原
の
私
的
代
官
と
い
う
側

面
が
色
濃
く
に
じ
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
応
永
十
三
年
小
笠
原
長
春
の
失
脚
に

伴
っ
て
、
武
田
長
盛
も
小
守
護
代
の
地
位
を
逐
わ
れ
て
い
る
の
は
、
両
氏
の
関
係

の
緊
密
さ
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
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二
武
田
長
盛
と
在
国
奉
行
津
田
浄
玖

前
節
で
掲
げ
た
表
I
で
は
、
c
i
c
o
の
日
下
花
押
(
花
押
⑤
)
と
の
奥
の
花

秤
(
花
押
⑧
)
を
と
も
に
浄
玖
の
も
の
と
し
て
お
い
た
。
こ
の
二
つ
の
花
押
は
、

全
体
的
形
状
で
は
か
な
り
の
相
違
も
認
め
ら
れ
る
が
、
運
筆
そ
の
も
の
は
ほ
ぼ
1

致
し
て
い
る
か
ら
、
同
一
人
と
み
な
し
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
両
花
押
は
応
永
十

(
3
)

1
年
五
月
二
十
二
日
公
文
兼
允
・
浄
玖
連
署
和
与
状
の
浄
玖
の
花
押
(
花
押
⑫
)

に
酷
似
す
る
。
以
上
か
ら
、
表
<
=
s
c
o
(
日
下
)
・
」
(
輿
)
の
両
花
押
(
花
押
@
@
)

の
主
を
浄
玖
と
み
な
し
た
.
前
節
に
お
い
て
、
恥
6
6
で
浄
玖
と
共
に
連
署
し
て
い

る
相
手
を
小
守
護
代
武
田
長
盛
と
認
め
た
の
は
'
次
の
文
書
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

【
史
料
甑
i

松
永
庄
之
内
田
数
三
町
之
事
へ
国
免
而
自
往
古
公
田
之
内
之
諸
役
等
無
沙
汰

処
、
近
年
彼
寺
社
田
に
募
公
田
し
は
い
候
之
間
、
任
大
田
文
旨
、
地
下
支
配

止
候
て
閣
申
候
了
、
若
於
干
後
々
彼
下
地
地
頭
百
姓
等
天
役
等
披
懸
候
者
へ

ひ
か
事
た
る
へ
く
候
、
乃
免
挙
状
如
件
、

応
永
十
二八

月
三

門
真
殿

浄
玖
(
花
押
)
⑬

御
賀
本
殿寿

恩
(
花
押
)
⑭

穐
寺
々
僧
御
中

(
奥
韋
書
)

「
上
使
段
銭
諸
役
等
免
状
御
折
紙
」

右
の
寿
恩
(
武
田
長
盛
の
法
名
I
後
掲
史
料
I
)
の
花
押
が
恥
6
6
の
日
下
花
押

(
花
押
⑦
)
に
1
致
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
段
銭
配
符
た
る
恥
6
6
と
、
諸

役
(
奥
裏
書
に
よ
れ
ば
段
銭
を
含
む
)
免
除
を
確
認
し
た
F
が
、
共
に
小
守
護
代

武
田
長
盛
と
浄
玖
の
連
署
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
「
小
守
護
代
」

武
田
重
信
と
浄
玖
と
の
連
署
に
な
る
段
銭
配
符
(
表
<
」
8
)
が
下
さ
れ
て
い
た

若
狭
守
護
1
色
氏
の
在
国
支
配
機
構

南
北
朝
末
期
の
若
狭
に
お
け
る
諸
役
徴
収
シ
ス
テ
ム
が
、
室
町
期
に
入
っ
て
も
そ

の
ま
ま
の
形
で
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
諸
役
徴
収
機

能
に
お
け
る
浄
玖
と
小
守
護
代
武
田
氏
の
関
係
は
、
基
本
的
に
は
変
化
が
な
か
っ

た
と
い
え
る
。
応
永
七
年
十
二
月
、
遠
敷
郡
汲
部
・
多
烏
両
浦
(
守
護
領
)
の
百

姓
ら
は
、
年
貢
公
事
徴
収
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
奉
行
所
」
(
お
そ
ら
-
在
京
守

(
8
)

護
所
)
に
訴
え
た
言
上
状
の
中
で
、
「
御
さ
か
な
め
さ
れ
候
ハ
ん
時
ハ
、
津
田
殿

に
て
も
武
田
殿
に
て
も
'
一
方
よ
り
お
は
せ
候
ハ
て
両
方
よ
り
御
使
入
候
て
'
ろ

ん
し
め
さ
れ
候
事
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
両
浦
か
ら
魚
を
徴
収
す
る
際
に

は
'
「
津
田
殿
」
も
し
-
は
「
武
田
殿
」
の
い
ず
れ
か
が
使
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
守
護
領
に
お
け
る
諸
役
徴
収
体
制
の
中

で
へ
こ
の
二
人
は
全
く
対
等
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
先
の
浄
玖
と
武
田

長
盛
の
関
係
に
l
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
津
田
殿
」
こ
そ
浄
玖
そ
の
人

(R)

の
こ
と
で
あ
り
、
浄
玖
の
姓
は
津
田
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、

次
の
津
田
入
道
も
浄
玖
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(si)

【
史
料
G
】

臨
川
寺
雑
掌
中
若
狭
国
耳
西
郷
地
頭
職
事
、
為
守
護
使
不
大
地
之
処
、
号
人

夫
伝
馬
催
促
、
津
田
入
道
乱
入
当
郷
、
拐
取
百
姓
等
致
狼
籍
云
々
、
尤
招
罪

科
欺
、
不
日
止
使
者
入
部
、
可
被
全
寺
家
所
務
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
仇
執

達
如
件
、
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応
永
八
年
八
月
廿
四
日

一
色
左
京
大
夫
入
道
殿

沙
弥
判

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
津
田
入
道
が
三
方
郡
の
荘
園
(
耳
西
郷
)
に
お
い
て
、
人
夫

伝
馬
役
の
催
徴
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
彼
の
公
役
徴
収
機
能
は
、
守

護
領
と
か
、
遠
敷
郡
と
い
っ
た
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
若

狭
全
体
に
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
津
田
浄
玖
は
、
公
役
徴
収
者
以
外
の
側
面
を
有
し
て
い
た
。
応
永
十



{
」
)

二
年
二
月
日
奉
行
所
宛
多
烏
浦
百
姓
等
言
上
状
に
よ
る
と
、
多
烏
浦
が
汲
部
浦
に

お
そ
ら
く
預
け
て
い
た
「
ゆ
る
さ
山
」
の
年
貢
(
山
手
銭
)
を
汲
部
浦
が
未
進
し

た
た
め
、
多
烏
浦
が
前
年
五
月
に
「
つ
た
殿
」
(
浄
玖
)
へ
提
訴
し
た
結
果
、
浄

玖
は
両
浦
百
姓
を
喚
問
し
て
多
烏
側
の
主
張
を
認
め
た
。
応
永
十
一
年
五
月
二
十

二
日
公
文
兼
允
・
浄
玖
連
署
和
与
状
(
注
2
4
)
は
そ
の
時
の
和
与
状
で
'
浄
玖
は

裁
定
者
と
し
て
証
判
(
花
押
⑫
)
を
据
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
へ
言
上
状

後
半
に
よ
る
と
、
網
堵
を
め
ぐ
る
両
浦
の
紛
争
に
際
し
て
も
'
「
つ
た
殿
」
は
多

烏
浦
の
提
訴
を
受
け
て
両
浦
百
姓
を
召
し
合
わ
せ
た
が
、
一
方
に
「
り
ん
し
ゆ
」

を
下
す
前
に
汲
部
浦
が
網
を
か
け
た
以
上
、
い
ず
れ
に
も
「
り
ん
し
ゆ
」
は
下
せ

な
い
と
し
て
、
以
後
の
訴
訟
は
受
理
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
こ
に

み
ら
れ
る
浄
玖
の
活
動
が
い
か
な
る
立
場
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
が
、
さ
し
当
り
多
烏
浦
の
代
官
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か

(S)

し
、
四
年
程
前
の
応
永
七
年
十
二
月
日
多
烏
・
汲
都
南
浦
百
姓
等
言
上
状
を
み
る

限
り
、
そ
の
可
能
性
は
小
さ
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
へ
こ
の
文
書

に
は
両
浦
に
お
け
る
年
貢
・
「
い
そ
物
」
の
徴
収
の
実
態
が
か
な
り
詳
細
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
年
貢
に
つ
い
て
は
、
京
都
か
ら
「
西
の
京
の
御
時
衆
」
が
代
官

と
し
て
下
向
し
て
き
て
徴
収
し
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
こ
に
浄
玖
が
か
か
わ
っ
て
い

た
形
跡
は
見
当
ら
な
い
。
彼
が
登
場
す
る
の
は
、
前
に
引
用
し
た
「
御
さ
か
な
」

徴
収
に
あ
た
っ
て
使
を
下
す
、
と
い
う
部
分
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
も
武
田
か
浄
玖

の
ど
ち
ら
か
が
下
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
へ
こ
の
多
烏
・
汲
部
両

浦
百
姓
等
言
上
状
に
み
る
限
り
で
は
'
両
浦
に
対
す
る
浄
玖
固
有
の
権
限
は
な
か
っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
後
四
年
余
り
こ
の
状
況
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
仮

定
す
る
と
'
多
烏
・
汲
部
両
浦
問
の
相
論
に
お
け
る
浄
玖
の
立
場
は
多
烏
浦
代
官

と
は
別
の
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
は
史
料
的
に
こ
れ
以
上
の
論
究

は
不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
代
官
で
も
な
い
浄
玖
が
、
小
守
護
代
武
田
長

盛
を
さ
し
お
い
て
'
守
護
領
の
訴
訟
処
理
に
あ
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
在

国
守
護
支
配
機
構
に
お
け
る
特
殊
な
地
位
を
認
め
て
お
き
た
い
。
な
お
へ
仮
に
彼

が
多
烏
浦
代
官
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
へ
彼
の
地
位
の
高
さ

を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
津
田
浄
玖
は
、
南
北
朝
末
期
に

諸
役
徴
収
に
お
い
て
小
守
護
代
武
田
氏
と
同
等
の
権
能
を
得
て
以
来
、
室
町
期
に

入
っ
て
も
な
お
そ
の
地
位
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
-
、
在
国
支
配
機

構
に
お
い
て
、
小
守
護
代
武
田
氏
は
い
ま
だ
絶
対
的
主
導
権
を
確
立
し
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
武
田
氏
が
小
守
護
代
独
自
の
立
場
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
.
た
と
え
ば
、
太
良
荘
公
文
弁
柘
は
か
ね
て
よ
り
問
題
に
な
っ
て
い

た
恒
枝
保
内
の
太
良
荘
田
地
の
回
復
を
画
策
し
て
い
た
が
'
そ
の
際
彼
が
交
渉
し

た
相
手
は
「
守
護
代
殿
」
-
「
武
田
殿
」
で
あ
っ
態
そ
う
し
た
こ
と
を
認
め
た

上
で
な
お
へ
彼
が
ま
だ
在
地
に
お
い
て
守
護
権
力
を
一
身
に
背
負
う
だ
け
の
専
権

を
接
待
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

表
Ⅲ
は
武
田
氏
が
小
守
護
代
に
あ
っ
た
時
期
(
応
永
十
三
年
以
前
)
の
通
行
関

係
文
書
の
う
ち
、
守
護
代
小
笠
原
氏
の
発
給
し
た
文
書
へ
つ
ま
り
当
然
武
田
氏
に

宛
て
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
予
期
に
反
し

て
武
田
氏
の
名
は
全
-
見
え
ず
、
そ
の
代
わ
り
蓬
沢
左
近
将
監
(
の
ち
若
狭
入
道
)

の
名
が
目
に
つ
-
.
な
か
で
も
c
S
-
,
は
文
書
形
式
と
い
い
、
内
容
と
い
い
、

宛
所
の
蓬
沢
を
小
守
護
代
と
み
な
し
て
少
し
も
不
自
然
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
蓬
沢
が
実
は
武
田
長
盛
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
も
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
守
護
次
第
」
の
「
一
色
左
京
大
夫
詮
範
」
の
項
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

【
史
料
H
】

鷹
永
四
年
九
月
十
七
日
浄
鎮
死
去
之
後
へ
子
息
蔵
人
大
夫
長
春
出
家
、
戟
三

河
入
道
明
鎮
'
同
年
武
田
将
監
任
若
狭
守
へ
姫
出
家
、
法
名
毒
恩
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
武
田
長
盛
が
左
近
将
監
か
ら
若
狭
守
に
転
じ
た
時
期
は
応
永
四

22



表Ⅲ守護代小笠原長房(浄鎮) ・同長春(明棟)の発給する遵行関係文書

内容宛人文書名文書日付

に60

若杉家5

ノ′ 6

本郷69

ハ98

ヰ61-2

L 226-2

し226_5

太良荘の役夫工米催促停止

名田荘上村の夫役等催促停止

名田荘上村の段銭催促停止

(先立将監方へも申下候)

本郷のEg街分安堵伝達

太良荘の守護夫催促停止

太良荘の役夫工米催促猶予

太良荘の役夫工米催促再猶予

太良荘の役夫工米催促停止

蓬沢左近将監
ノ!

藤田修理亮入道

蓬沢左近将監

蓬沢若狭入道

阿曽沼大蔵左衛門入道

蓮沢若狭入道

w^^^^^m^^^^^m/A

T7^^^^^m^^^^^m7j

応永4. 2.23

4. 20

〝6.6.26

(年欠) ll. 14

(〝8)12. 7

〝10. 5.27

6. 17

6. 30

注:出典は、 Na2-4が『福井県史』資料編2の文書番号で、他は表Iに同じ.

年
と
解
釈
さ
れ
兼
ね
な
い
が
、

小
笠
原
長
春
の
出
家
は
「
若

狭
国
税
所
今
音
名
領
主
代
々

(S)

次
第
」
に
よ
れ
ば
応
永
八
年

四
月
の
こ
と
で
あ
り
'
右
の

「
同
年
」
を
長
春
の
出
家
と

同
じ
年
と
考
え
れ
ば
、
応
永

八
年
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
「
若
狭
国
税
所
今
富
名

領
主
代
々
次
第
」
は
武
田
長

盛
に
つ
い
て
へ
次
の
よ
う
に

記
す
。

【
史
料
I
】

鷹
永
三
年
正
月
廿
五
日

又
代
浄
源
死
去
之
後
、

子
息
左
近
将
監
長
盛
へ

守
護
代
井
地
頭
代
に
て

富
者
に
住
居
、
其
後
鷹

永
八
卯
月
に
出
家
、
戟

若
狭
大
道
芸
恩
へ

こ
れ
に
よ
っ
て
長
盛
の
出
家

は
、
小
笠
原
長
春
と
同
じ
応

永
八
年
四
月
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
彼
が

左
近
将
監
か
ら
若
狭
守
に
官

途
を
変
え
た
の
は
応
永
八
年

で
'
四
月
に
出
家
し
て
若
狭
入
道
寿
恩
を
称
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
名
乗
り

の
変
遷
は
、
表
Ⅲ
に
お
け
る
蓬
沢
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
矛
盾
し
な
い
か
ら
、
先
に

ふ
れ
た
通
行
系
統
上
に
お
け
る
彼
の
位
置
と
も
合
わ
せ
て
、
蓬
沢
左
近
将
監
(
若

(
8
)

狭
入
道
)
が
'
実
は
小
守
護
代
武
田
長
盛
の
こ
と
で
あ
る
蓋
然
姓
は
か
な
り
高
い
。

も
し
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
る
と
へ
小
守
護
代
武
田
氏
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
立
場

に
あ
る
者
と
し
て
、
前
出
の
津
田
浄
玖
以
外
に
も
、
藤
田
修
理
亮
入
道
・
阿
曽
沼

大
蔵
左
衛
門
入
道
ら
が
い
た
こ
と
に
な
り
、
室
町
初
期
に
お
い
て
も
在
国
奉
行
と

小
守
護
代
の
距
離
は
'
南
北
朝
期
か
ら
そ
れ
程
広
が
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
結
局
へ
守
護
代
小
笠
原
氏
の
も
と
で
は
'
小
守
護
代
武
田
氏
が
在

国
機
構
に
お
い
て
強
力
な
主
導
性
を
発
揮
す
る
状
況
は
最
後
ま
で
現
出
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う
。

三
長
法
寺
氏
・
松
山
氏
と
在
国
奉
行

応
永
十
三
年
の
守
護
代
小
笠
原
長
春
の
失
脚
と
同
時
に
、
武
田
長
盛
も
小
守
護

代
の
地
位
を
逐
わ
れ
へ
三
方
範
忠
(
守
護
代
)
-
長
法
寺
納
(
小
守
護
代
)
体
制

が
生
ま
れ
る
。
こ
の
三
方
氏
の
動
向
や
長
法
寺
氏
・
松
山
氏
(
正
長
元
年
か
ら
の

小
守
護
代
)
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
(
拙
稿
Q
・
W
)
、

こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
小
守
護
代
と
在
国
奉
行
の
関
係
に
注
目
し
つ
つ
'
三
方
氏

の
代
の
在
国
支
配
機
構
の
あ
り
方
を
、
小
笠
原
氏
の
代
と
の
比
較
に
お
い
て
検
討

し
て
み
た
い
。

小
笠
原
氏
時
代
の
段
銭
配
符
が
、
小
守
護
代
と
在
国
奉
行
の
連
署
で
発
給
さ
れ

S
)

て
い
た
こ
と
は
先
に
み
た
が
、
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
応
永
十
年
頃
に
は
国

街
機
構
が
守
護
の
も
と
に
吸
収
さ
れ
'
同
十
四
年
以
降
の
段
銭
配
符
は
'
表
I
に

あ
る
よ
う
に
例
外
な
-
留
守
所
下
文
の
形
式
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
在

国
奉
行
が
段
銭
徴
収
か
ら
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
次
の
文
書
が

そ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
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若
狭
守
護
一
色
氏
の
在
国
支
配
機
構



【
史
料
J
】
(
表

T
i
け
と
り
奉
行
二
人
」

請
取
大
嘗
合
段
銭
事

合
壱
貫
七
百
文
者

右
'
醋
・
粗
璃
朋
摘
如
件
、

太
良
庄
本
所

(
花
押
)

(
花
押
)

端
裏
書
に
見
え
る
「
奉
行
二
人
」
は
在
国
奉
行
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
か
ら
、
三

方
氏
の
代
の
在
国
奉
行
が
'
段
銭
徴
収
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
0

た
だ
、
右
の
二
人
と
か
つ
て
の
津
田
浄
玖
と
で
は
、
小
守
護
代
と
の
関
係
に
お
い

て
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
長
法
寺
民
時
代
の
史
料
で
「
奉
行
」
の
名
辞
が
見
え
る

の
は
、
他
に
二
例
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
、
応
永
二
十
七
年
太
良
荘
国
下
行
銭
注
文

(
ハ
一
四
一
)
の
地
頭
方
の
項
の
「
同
(
宝
瞳
寺
供
養
之
時
)
良
法
寺
奉
行
両
人
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
下
行
銭
(
礼
銭
)
の
こ
と
を
、
同
年
の
地
頭
方
年
貢

算
用
状
(
フ
九
〇
)
で
は
「
同
長
法
寺
若
案
出
之
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
「
長

法
寺
奉
行
両
人
」
と
は
長
法
尊
氏
の
若
党
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
奉
行
両
人
」
と
先
の
段
銭
請
取
状
(
史
料
l
)
を
発
給
し
て
い
る
「
奉
行

二
人
」
は
、
と
も
に
太
良
荘
側
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
長
法
寺
氏
は
自
分
の
被
官
を
も
っ
て
段
銭
徴

収
に
か
か
わ
る
在
国
奉
行
を
編
成
し
て
い
た
か
、
も
し
-
は
在
国
奉
行
を
被
官
化

し
た
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
か
つ
て
の
武
田
氏
と
津
田
浄
玖
・

藤
田
・
阿
曽
沼
氏
の
よ
う
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
長
法
寺
奉
行
両
人
」
は
勢
馬
・
兼
田
両
氏
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
二
人
は
'
応
永
二
十
三
年
か
ら
四
年
間
、
太
良
荘
か
ら
合
わ
せ

て
l
買
文
の
礼
銭
を
毎
年
受
け
取
っ
て
い
る
が
(
ハ
l
三
六
～
l
四
〇
・
リ
1
〇

五
・
フ
八
八
・
ツ
二
〇
)
へ
同
三
十
一
・
三
十
二
年
に
は
「
良
法
寺
礼
時
」
に

礼
銭
を
贈
与
さ
れ
て
い
る
(
ハ
一
四
九
～
一
五
一
・
リ
二
三
)
。
こ
れ
は
へ
勢

馬
・
兼
田
両
氏
が
'
良
法
寺
氏
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら
そ
の
下

に
属
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
へ
二
人
の
う
ち
勢
属
氏
は
、
応
永

二
十
一
年
守
護
万
人
目
注
文
(
ツ
l
〇
九
・
教
王
護
国
寺
文
書
7
〇
二
号
)
に

「
西
津
勢
間
」
を
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
'
彼
が
西
津
荘
に
置
か
れ
た
守
護
所
の
吏

僚
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
兼
田
氏
と
共
に
在
国
奉
行
で
あ
っ
た
可
能
性
を

<
」

補
強
し
て
い
る
。
な
お
、
「
羽
賀
寺
年
中
行
事
」
に
よ
る
と
、
応
永
年
中
に
「
勢

馬
長
者
」
な
る
者
が
熊
野
(
遠
敷
郡
国
富
荘
内
)
に
屋
敷
を
構
え
て
い
て
、
こ
の

屋
敷
が
の
ち
勢
馬
堂
と
称
す
る
阿
弥
陀
堂
に
な
っ
た
と
伝
え
て
い
毎
こ
の
「
勢

馬
長
者
」
こ
そ
、
在
国
奉
行
勢
馬
氏
の
こ
と
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
兼
田

氏
は
、
名
字
の
地
と
思
わ
れ
る
兼
田
(
遠
敷
郡
玉
置
荘
内
)
が
「
兼
枝
」
と
も
書

(s>

い
た
と
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
次
の
小
守
護
代
松
山
氏
の
も
と
の
在
国
奉
行

包
枝
氏
(
後
述
)
と
同
族
(
も
し
-
は
同
家
)
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
へ

勢
馬
・
兼
田
両
氏
が
良
法
寺
民
時
代
の
在
国
奉
行
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
き
わ
め
て

高
辱
な
お
,
兼
田
(
包
枝
)
氏
は
鎌
倉
期
の
国
御
家
人
包
枝
氏
の
系
譜
を
引
く

在
地
武
士
で
あ
ろ
毎

さ
て
、
長
法
寺
民
時
代
の
「
奉
行
」
の
も
う
一
つ
の
所
見
は
、
応
永
三
十
四
年

の
太
良
荘
地
頭
方
年
貢
算
用
状
(
ハ
一
五
四
)
の
「
守
護
代
礼
時
両
奉
行
方
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
守
護
代
」
は
三
方
範
忠
で
は
な
く
、
三
方
若

狭
守
(
範
忠
の
三
男
範
次
カ
)
の
こ
と
で
あ
る
(
拙
稿
D
)
。
三
方
若
狭
守
は
'

応
永
二
十
1
年
に
範
忠
が
自
分
の
代
官
に
任
じ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
在
国
守
護
代

の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
が
、
実
際
に
下
国
し
た
の
は
応
永
二
十
七
年
頃
か
ら
ら

し
い
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
時
を
同
じ
-
し
て
、
そ
れ
ま
で
続
い
て
い
た
勢
馬
・
兼

田
氏
へ
の
礼
銭
が
途
絶
え
へ
同
三
十
年
に
復
活
す
る
も
の
の
翌
年
を
最
後
に
太
良

荘
算
用
状
か
ら
両
氏
の
名
前
が
消
滅
す
る
。
そ
う
し
た
折
り
に
、
先
に
示
し
た
よ

う
に
応
永
三
十
四
年
に
「
両
奉
行
方
」
の
記
載
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

が
、
勢
馬
・
兼
田
両
氏
だ
と
す
れ
ば
、
二
、
三
年
前
に
良
法
寺
氏
と
同
時
に
礼
銭
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贈
与
に
預
か
っ
て
い
た
二
人
が
'
今
度
は
三
方
若
狭
守
へ
の
贈
与
の
時
に
礼
銭
を

受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
ば
へ
か
つ
て
は
小
守
護
代
長
法
寺
氏
の
被

官
で
あ
っ
た
在
国
奉
行
の
二
人
が
、
次
第
に
在
国
守
護
代
三
方
若
狭
守
と
の
関
係

を
強
化
し
っ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
少
な
-
と
も
応
永
三
十
四
年
の

段
階
の
太
良
荘
側
は
、
二
人
へ
の
礼
銭
は
三
方
若
狭
守
へ
の
贈
与
に
伴
う
も
の
と

認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
三
方
氏
に
よ
る
在
国
守
護
代
の
設
置
、

派
遣
は
、
結
果
的
に
小
守
護
代
良
法
寺
氏
の
地
位
の
相
対
的
低
下
を
も
た
ら
し
て

い
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
拙
稿
D
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
長
法
寺
氏
の
権
勢
は
決

定
的
転
落
に
ま
で
は
至
ら
ず
'
最
後
ま
で
在
地
に
根
強
い
影
響
力
を
保
持
し
た
。

そ
れ
故
に
長
法
寺
氏
は
'
正
長
元
年
(
一
四
二
八
)
の
徳
政
1
按
に
伴
う
「
地
下

の
さ
-
ら
ん
」
(
し
二
〇
〇
)
を
契
機
に
'
若
狭
支
配
の
深
化
を
も
-
ろ
む
三
方

氏
か
ら
改
替
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

さ
て
'
長
法
寺
氏
に
代
わ
っ
て
小
守
護
代
に
任
じ
ら
れ
た
松
山
氏
は
'
在
地
性

が
希
薄
で
、
三
方
氏
も
し
-
は
1
色
氏
の
忠
実
な
吏
僚
と
し
て
京
都
か
ら
下
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
へ
こ
の
松
山
氏
も
ま
た
へ
次
第
に
吏
僚
の
枠
を
逸
脱
し
、
守

護
・
守
護
代
の
遵
行
状
を
公
然
と
否
定
し
て
、
押
領
行
為
を
在
地
で
展
開
し
て
い
っ

た
(
拙
稿
D
)
。
こ
の
松
山
氏
の
も
と
で
在
国
奉
行
と
な
っ
た
の
は
、
包
枝
・
中

村
両
氏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
永
享
元
年
(
一
四
二
九
)
以
降
の
太
良
荘
年
貢
算

用
状
に
お
い
て
「
包
枝
方
中
村
方
」
へ
の
礼
銭
六
〇
〇
文
が
毎
年
計
上
さ
れ
、
同

五
年
以
降
の
表
記
は
「
両
奉
行
方
」
と
な
る
。
ま
た
、
「
同
時
(
三
方
下
向
時
)

奉
行
包
枝
方
」
(
永
享
元
年
、
オ
一
四
八
・
ハ
一
六
五
)
や
、
「
守
護
代
松
山
万
札

時
奉
行
中
村
」
(
同
十
一
・
十
二
年
、
-
l
四
五
・
7
1
〇
八
・
ハ
二
〇
三
・
二

〇
四
)
と
い
っ
た
礼
銭
記
事
も
見
え
る
。
こ
の
う
ち
包
枝
氏
は
、
先
に
ふ
れ
た
よ

う
に
、
長
法
寺
民
時
代
の
兼
田
氏
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
前
代
に
形
成
し

た
三
方
若
狭
守
と
の
関
係
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
態
勢
席
氏

が
中
村
氏
に
替
え
ら
れ
た
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
長
法
寺
氏
と
の
関
係
が
問

若
狭
守
護
一
色
氏
の
在
国
支
配
機
構

題
と
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
彼
ら
在
国
奉
行
に
対
す
る
太
良
荘
か
ら
の
礼
銭

は
、
原
則
と
し
て
「
守
護
方
明
春
時
」
や
「
守
護
代
礼
時
」
、
「
三
方
下
向
時
」
な

ど
の
つ
い
で
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
永
享
十
一
・
十
二
年
に
は
、
そ
れ

と
は
別
に
「
守
護
代
松
山
方
礼
時
」
、
中
村
氏
に
だ
け
五
〇
〇
文
が
贈
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
'
包
枝
(
兼
田
)
氏
が
前
代
以
来
三
方
氏
と
の
緊
密
な
関
係
を

保
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
新
た
に
在
国
奉
行
に
加
わ
っ
た
中
村
氏
の
方
は
'
次

第
に
小
守
護
代
松
山
氏
混
接
近
し
た
へ
も
し
-
は
松
山
氏
の
方
が
中
村
氏
を
引
き

付
け
た
、
と
い
っ
た
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
'
長
法
寺
氏
と
同
様
に
、
松
山
氏
も
ま
た
在
国
奉
行
に
対
す
る
私
的
関
係

を
強
化
し
っ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

む

す

び

南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
、
守
護
の
管
国
支
配
体
制
に
み
ら
れ
た
大
き

な
変
化
の
一
つ
に
、
守
護
代
の
在
京
化
が
あ
る
。
南
北
朝
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠

原
長
房
は
、
在
国
し
な
が
ら
強
力
な
支
配
を
展
開
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
(
拙
稿

B
)
。
そ
れ
は
、
ま
だ
政
治
的
統
一
も
み
て
い
な
い
、
動
乱
期
に
お
け
る
分
国
経

営
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
で
適
合
的
な
態
勢
で
あ
っ
た
。
こ
の
守
護
代
の
在
国

期
に
お
い
て
は
、
小
守
護
代
や
在
国
奉
行
の
存
在
意
義
は
そ
れ
程
高
ま
る
こ
と
は

な
-
、
お
そ
ら
-
そ
の
た
め
に
小
守
護
代
と
在
国
奉
行
の
格
差
も
あ
い
ま
い
な
状

態
に
あ
っ
た
。
い
わ
ば
へ
守
護
代
の
在
国
の
重
み
が
在
国
機
構
に
お
け
る
小
守
護

代
以
下
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
I
の
成
熟
を
抑
制
し
て
い
た
面
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
室
町
初
期
に
な
る
と
、
小
笠
原
長
房
の
あ
と
の
長
春
は
在
京
を
原
則
と
す
る

よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
小
守
護
代
武
田
氏
の
も
と
に
は
津
田
浄
玖
の
よ
う
な

有
力
在
国
奉
行
が
い
て
、
結
局
小
笠
原
氏
の
も
と
で
は
、
最
後
ま
で
在
国
支
配
機

構
に
お
け
る
小
守
護
代
武
田
氏
の
主
導
権
は
確
立
し
な
か
っ
た
。
守
護
代
が
三
方

氏
に
な
る
と
、
小
守
護
代
長
法
寺
氏
と
在
国
奉
行
勢
馬
・
兼
田
氏
の
問
に
は
被
官

'n



関
係
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
'
在
国
支
配
機
構
に
お
け
る
小
守
護
代
の
主
導

性
は
よ
う
や
-
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
在
京
す
る
守
護
権
力
(
守
護
・
守
護
代
)

に
と
っ
て
'
か
か
る
事
態
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
三
方
範

忠
が
l
族
の
同
若
狭
守
を
在
国
守
護
代
と
し
て
派
遣
し
た
の
も
、
長
法
寺
氏
の
強

権
化
を
抑
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
長
法
寺
氏
の
権
勢

を
あ
る
程
度
低
落
せ
し
め
は
し
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
長
法
寺
氏
を
改
替
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
在
地
に
お
い
て
長
法
寺
氏
の
影
響
力
が
根
強
-
浸

透
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
小
守
護
代
松
山
氏
も
'

当
初
は
別
と
し
て
、
長
法
寺
氏
と
ま
っ
た
-
同
じ
道
を
歩
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

守
護
・
守
護
代
の
在
京
が
恒
常
化
し
た
室
町
期
畿
内
近
国
の
在
国
支
配
機
構
に
お

い
て
、
そ
の
首
位
に
立
つ
小
守
護
代
は
、
京
都
の
守
護
権
力
に
と
っ
て
は
可
能
な

限
り
没
個
性
的
な
吏
僚
の
枠
に
と
ど
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
へ
現
実
に
は
在
地
に
お
い
て
私
的
権
力
に
成
長
す
る
危
険
を
学
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
小
守
護
代
が
室
町
幕
府
-
守
護
体
制
の
秩
序
を
打
破
し
て
地
域
権
力
と

し
て
成
長
し
て
い
-
程
の
力
量
が
十
分
蓄
積
さ
れ
な
い
ま
ま
に
応
仁
の
乱
を
迎
え
、

や
が
て
守
護
・
守
護
代
が
在
国
化
し
て
い
-
中
で
、
小
守
護
代
は
そ
の
存
在
意
義

を
失
っ
て
い
-
の
で
あ
る
。

注
(
-
)
拙
稿
「
畿
内
近
国
に
お
け
る
大
名
領
国
利
の
形
成
-
越
前
守
護
代
甲
斐
氏
の
動
向
を

中
心
に
ー
」
(
『
史
学
研
究
五
十
周
年
記
念
論
叢
』
日
本
編
、
福
武
書
店
、
1
九
八
〇
年
)
0

(
2
)
小
笠
原
氏
・
三
方
氏
に
関
す
る
次
の
1
連
の
拙
稿
は
'
以
下
拙
稿
A
へ
拙
稿
B
の
ご

と
-
略
記
す
る
。

A
「
将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守
護
代
小
笠
原
長
房
」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』

三
四
-
一
)

B
「
南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小
笠
原
氏
に
つ
い
て
」
(
『
兵
庫
教
育
大
学
研

究
紀
要
』
九
巻
)

C
「
南
北
朝
期
の
若
狭
国
人
三
方
氏
に
つ
い
て
」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
三
四
-
六
)

D
「
室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
動
向
」
(
『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
一
〇

巻
)

E
「
室
町
期
の
若
狭
守
護
代
三
方
氏
の
政
治
的
地
位
」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
三
五
-

二
)

(
3
)
『
群
書
類
従
』
補
任
部
。

(
4
)
拙
稿
B
注
1
 
1
で
ふ
れ
た
よ
う
に
'
貞
治
五
年
八
月
の
斯
波
氏
失
脚
後
し
ば
ら
く
「
守

護
未
柿
」
の
状
態
が
続
き
へ
十
月
十
六
日
ま
で
に
一
色
範
光
が
補
任
さ
れ
た
(
『
大
日

本
史
料
』
第
六
編
之
二
十
七
へ
四
一
三
頁
へ
「
吉
田
家
日
次
記
」
同
日
条
)
0

O
)
(
貞
治
六
年
)
七
月
十
四
日
小
笠
原
長
房
宛
l
色
範
光
書
状
(
『
大
徳
寺
文
書
』
l

一
二
号
)
に
「
昨
日
態
以
飛
脚
下
状
候
了
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
'
遅
-
と
も
こ
れ
ま
で

に
小
笠
原
長
房
は
若
狭
に
下
国
し
て
い
た
(
拙
稿
B
注

(
6
)
両
便
の
う
ち
遠
山
入
道
は
、
応
安
六
年
に
名
田
荘
で
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、

彼
の
「
濫
妨
」
を
停
止
せ
し
め
た
l
色
範
光
宛
将
軍
家
御
教
書
に
は
「
披
宮
人
遠
山
入

道
」
と
の
み
記
さ
れ
、
肩
書
は
見
え
な
い
(
『
大
徳
寺
文
書
』
一
五
六
号
)
0

(
7
)
武
田
氏
は
'
鎌
倉
期
の
史
料
に
は
所
見
が
な
い
が
、
康
安
元
年
十
二
月
か
ら
翌
年
三

月
に
か
け
て
へ
太
良
荘
で
守
護
石
橋
氏
の
「
給
人
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
(
大
日
本

古
文
書
『
東
寺
文
書
』
は
一
四
言
う
)
0

(
8
)
貞
治
六
年
分
太
良
荘
地
頭
方
年
貢
算
用
状
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
ハ
函
六
八
号
-

以
下
「
東
寺
百
合
文
書
」
は
「
ハ
六
八
」
の
ご
と
く
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
東
寺

百
合
文
書
目
録
』
の
函
名
・
文
書
番
号
の
み
萱
示
す
)
0

(
9
)
応
安
三
年
八
月
九
日
直
秀
書
状
(
「
東
寺
文
書
」
書
)
0

(
2
)
松
浦
義
則
「
南
北
朝
期
の
若
狭
太
良
荘
と
守
護
支
配
」
(
『
福
井
県
史
研
究
』
4
)
0

(
3
)
『
福
井
県
史
』
資
料
編
9
(
以
下
『
県
史
』
9
の
ご
と
-
略
記
)
へ
若
狭
彦
神
社
文
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(
5
3
)
建
久
七
年
六
月
日
若
狭
国
源
平
両
家
砥
候
輩
交
名
案
(
ホ
四
-
五
)
に
「
倉
見
平
太

範
清
」
の
名
が
見
え
る
。

(
2
)
拙
稿
「
南
北
朝
室
町
期
の
若
狭
守
護
と
国
街
」
(
『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
一
二

巻
)
荏

(
3
)
『
県
史
』
2
、
大
谷
雅
彦
氏
所
蔵
文
書
二
号
。

(
S
)
こ
の
点
は
、
す
で
に
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
1
8
福
井
県
』
(
角
川
書
店
へ
一
九

八
九
年
、
以
下
『
角
川
地
名
辞
典
』
と
略
記
)
が
指
摘
し
て
い
る
(
「
西
津
荘
」
の
項
、

八
八
四
五
)
.
本
稿
で
は
花
押
そ
の
他
か
ら
こ
れ
を
裏
づ
け
た
に
す
ぎ
な
い
。

(
S
)
明
徳
元
年
へ
太
良
荘
百
姓
ら
が
守
護
夫
の
減
免
を
訴
え
た
際
、
た
ま
た
ま
下
向
し
て

き
た
同
荘
代
官
長
田
弾
正
蔵
人
が
「
守
護
代
官
武
田
入
道
(
浄
源
)
」
と
交
渉
し
て
い

る
事
実
も
(
オ
八
二
、
ハ
九
四
)
、
表
I
で
守
護
夫
催
促
状
を
独
占
的
に
発
給
し
て
い

る
重
信
が
武
田
重
信
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

(
5
)
『
県
史
』
2
'
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
文
書
七
号
。

(
3
)
『
県
史
』
9
、
明
通
寺
文
書
四
四
号
。

実
は
へ
こ
の
花
押
⑲
は
表
I
の
重
信
の
ど
の
花
押
(
③
④
)
と
も
一
致
し
な
い
。
文

書
の
年
代
は
、
武
田
重
信
が
散
位
を
称
し
た
時
期
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
守
護
代
小

笠
原
長
房
が
応
安
三
年
九
月
以
前
(
貞
治
六
年
七
月
以
後
)
か
ら
同
六
年
十
月
以
後

(
永
徳
二
年
六
月
以
前
)
の
問
散
位
を
称
し
て
い
る
の
で
(
『
大
徳
寺
文
書
』
二
二
ロ
V

オ
五
四
・
六
四
へ
ツ
七
六
)
、
あ
る
い
は
応
安
年
間
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
表

I
m
5
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
間
に
花
押
を
l
度
変
え
た
こ
と
に
な
る
が
'

前
述
し
た
よ
う
に
、
重
信
は
永
和
三
年
(
花
押
⑨
)
か
ら
康
暦
二
年
(
表
I
恥
7
=
花

押
④
)
の
問
に
も
花
押
を
変
え
て
お
り
、
や
や
頻
繁
に
す
ぎ
る
感
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
史
料
D
の
重
信
と
表
I
の
重
信
を
別
人
と
み
な
す
余
地
も
な
-
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
一
応
こ
こ
は
花
押
の
変
化
と
考
え
て
お
-
0

『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
三
へ
中
世
文
書
(
秦
文
書
)
一
〇
二
号
。

若
狭
守
護
一
色
氏
の
在
國
支
配
機
構

(
S
)
同
右
へ
七
三
号
。
な
お
、
松
浦
義
則
「
南
北
朝
期
若
狭
太
良
荘
と
松
田
知
基
」
(
『
福

井
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
Ⅱ
部
、
社
会
科
学
四
言
号
)
参
照
。

こ
の
浄
源
の
花
押
⑪
は
う
前
年
の
も
の
(
花
押
⑥
)
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
重

信
の
出
家
は
嘉
慶
元
年
正
月
で
(
守
護
次
第
)
、
ど
ち
ら
も
出
家
後
の
も
の
で
あ
る
か

ら
へ
出
家
時
で
は
な
-
、
し
ば
ら
-
経
っ
て
花
押
を
変
え
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
た

史
料
D
と
同
様
、
花
押
の
変
化
と
解
す
る
に
は
少
し
不
自
然
さ
も
残
る
。
し
か
し
、
法

名
と
い
い
、
表
-
C
5
C
O
と
6
6
の
関
係
と
い
い
へ
史
料
E
の
浄
源
も
表
z
c
D
の
奥
の
花

押
の
主
も
、
と
も
に
「
小
守
護
代
」
武
田
重
信
と
み
な
す
こ
と
が
も
っ
と
も
適
合
的
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

太
良
荘
地
頭
方
年
貢
算
用
状
で
'
永
徳
元
年
分
(
ハ
八
七
)
に
「
右
京
亮
殿
出
京
時

京
都
酒
肴
」
へ
明
徳
元
年
分
(
ハ
九
五
)
に
「
武
田
殿
五
月
京
上
時
ハ
ナ
ム
ケ
」
な
ど

と
見
え
る
。
な
お
拙
稿
B
・
D
参
照
。

『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
三
へ
中
世
文
書
(
秦
文
書
)
一
〇
五
号
。

『
県
史
』
9
'
明
通
寺
文
書
四
五
号
。

y
c
^
J
『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
三
へ
中
世
文
書
(
秦
文
書
)
一
〇
四
号
。

(
」
)
津
田
氏
の
本
拠
は
'
現
在
の
小
浜
市
街
地
西
寄
り
の
地
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
0

す
な
わ
ち
、
近
世
の
地
誌
「
若
狭
郡
県
志
」
(
『
小
浜
市
史
』
第
l
巻
)
に
よ
れ
ば
'
伏

原
か
ら
長
源
寺
に
か
け
て
の
西
方
一
帯
を
か
つ
て
津
田
と
呼
び
、
市
街
地
が
で
き
る
前

は
、
河
水
が
注
ぎ
込
む
入
江
に
な
っ
て
い
て
'
海
に
連
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
位

置
、
地
形
か
ら
津
田
氏
が
国
街
在
庁
出
身
者
で
、
水
運
に
か
か
わ
る
者
で
あ
る
こ
と
も

想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
上
手
が
か
り
は
な
-
、
彼
の
出
自
は
不
明
と
い
う
他
な
い
。

『
県
史
』
2
、
天
龍
寺
文
書
二
三
号
。

v
o
x
)
『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
三
、
中
世
文
書
(
秦
文
書
)
一
〇
六
号
。

(
」
)
注
に
同
じ
。

(
ォ
)
年
欠
三
月
晦
日
弁
祐
申
状
(
リ
二
五
九
)
。
弁
柘
は
東
寺
公
文
所
に
宛
て
た
こ
の
申

状
で
、
恒
枝
保
押
領
田
地
が
ま
だ
守
護
方
よ
り
打
渡
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
「
守
護
代
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殿
」
が
支
証
が
な
-
て
は
打
渡
は
無
理
だ
と
し
て
い
る
か
ら
で
'
幕
府
に
働
き
か
け
て

「
守
護
殿
御
か
き
下
こ
し
ら
へ
候
へ
き
よ
し
か
た
-
申
さ
れ
」
て
い
る
「
武
田
殿
」
の

い
う
よ
う
に
、
守
護
書
下
を
取
り
付
け
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
守
護
代
殿
」

と
「
武
田
殿
」
は
文
脈
か
ら
み
て
同
一
人
物
を
指
す
と
恩
わ
れ
へ
弁
柘
の
交
渉
窓
口
は

武
田
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

(
3
)
『
群
書
類
従
』
補
任
部
。

/
-
c
o
N
た
だ
、
そ
う
だ
と
し
て
も
長
盛
は
武
田
か
ら
蓬
沢
に
改
姓
し
た
わ
け
で
は
な
-
、
小

笠
原
(
在
京
守
護
所
)
に
対
し
て
は
蓬
沢
へ
在
地
で
は
武
田
、
の
ご
と
-
両
姓
を
使
い

分
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
応
永
期
に
入
っ
て
も
太
良
荘
な
ど
在

地
の
人
間
の
書
い
た
文
書
に
は
例
外
な
-
「
武
田
」
と
あ
り
へ
「
蓬
沢
」
と
す
る
も
の

は
一
例
も
な
い
。
た
だ
、
武
田
で
な
く
「
御
賀
本
殿
」
の
注
記
を
す
る
例
が
3
つ
だ
け

あ
る
(
前
掲
史
料
F
)
。
こ
の
文
書
は
同
時
に
浄
玖
を
「
津
田
殿
」
と
せ
ず
に
「
門
真

殿
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浄
玖
も
寿
恩
も
津
田
・
武
田
以
外
の
姓
を
名
乗
っ
て
い

た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
長
盛
が
蓮
沢
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
徴
証
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
へ
「
蓬
沢
」
な
る
地
名
は
'
貞
治
二
年
・
観
応
二
年

当
時
の
甲
斐
国
1
条
郷
内
に
認
め
ら
れ
'
前
者
は
武
田
信
武
(
当
時
の
惣
領
)
へ
後
者

は
小
笠
原
近
江
入
道
妻
専
阿
の
寄
進
地
と
し
て
見
え
る
(
『
甲
州
古
文
書
』
所
収
、
一

蓮
寺
文
書
こ
ち
)
。
後
者
の
専
阿
は
武
田
氏
か
ら
嫁
し
た
と
考
え
れ
ば
(
系
図
に
は
専

阿
は
見
え
な
い
が
、
武
田
・
小
笠
原
両
氏
間
の
婚
姻
関
係
は
信
武
嫡
男
信
成
と
小
笠
原

貞
宗
女
を
始
め
い
-
ら
か
確
認
で
き
る
)
、
甲
斐
の
蓬
沢
は
武
田
氏
の
所
領
で
あ
っ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
か
ら
'
次
の
よ
う
な
一
つ
の
想
定
が
可
能
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
甲
斐
武
田
氏
の
一
族
で
蓬
沢
を
本
拠
と
し
て
い
た
l
流
が
、
貞
治
二
年
以
前

に
甲
斐
を
離
れ
、
康
安
元
年
(
若
狭
に
お
け
る
武
田
氏
の
初
見
)
ま
で
に
武
田
重
信
が

若
狭
に
入
っ
た
。
重
信
の
子
、
長
盛
の
代
に
、
在
京
す
る
よ
う
に
な
っ
た
守
護
代
小
笠

原
氏
と
の
問
で
は
、
長
盛
は
「
蓬
沢
」
の
名
で
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

あ
る
い
は
小
笠
原
氏
(
ま
た
は
武
田
氏
)
が
長
盛
の
本
宗
家
た
る
甲
斐
守
護
武
田
氏
を

揮
っ
て
「
武
田
」
を
避
け
、
甲
斐
時
代
の
在
名
を
用
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

在
地
若
狭
で
は
そ
れ
ま
で
慣
れ
親
し
ん
だ
本
姓
を
通
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
荏
(
2
)
に
同
じ
。

(
&
)
『
県
史
』
9
、
羽
賀
寺
文
書
二
七
号
。

(
3
)
小
浜
市
熊
野
に
は
、
「
勢
問
谷
」
「
勢
問
谷
奥
」
の
小
字
が
残
る
(
『
角
川
地
名
辞
典
y

資
料
編
「
小
字
一
覧
」
)
O

(
&
)
『
角
川
地
名
辞
典
』
へ
「
兼
田
」
の
項
(
三
四
四
頁
)
0

(
S
8
)
鎌
倉
期
の
包
枝
氏
は
'
建
久
七
年
六
月
日
若
狭
国
源
平
両
家
砥
候
輩
交
名
案
(
ホ
四
-

五
)
に
「
包
枝
大
郎
頼
時
」
の
名
が
見
え
へ
文
永
十
年
に
は
包
枝
進
士
太
郎
入
道
光
念

が
'
大
田
文
調
進
の
旨
を
執
達
し
た
守
護
代
渋
谷
経
重
施
行
状
を
承
け
て
「
郡
郷
庄
保

政
所
」
に
下
達
し
て
い
る
(
ア
二
五
-
三
、
フ
七
m
一
)
.

(
8
)
拙
稿
D
で
は
'
勢
馬
・
兼
田
両
氏
と
「
奉
行
方
」
を
別
人
と
考
え
た
が
(
注
3
1
)
、

こ
の
よ
う
に
改
め
た
い
。

(
5
)
包
枝
氏
は
、
永
享
十
二
年
に
失
脚
し
た
1
色
氏
に
代
わ
っ
て
入
部
し
た
武
田
氏
の
ら

と
で
も
'
宝
徳
二
年
(
ハ
二
四
四
・
二
四
五
)
以
後
し
ば
し
ば
太
良
荘
か
ら
の
礼
銭
贈

与
に
預
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
'
他
の
1
色
被
官
の
よ
う
に
牢
人
化
す
る
こ
と
な
く

(
1
色
牢
人
の
蜂
起
は
応
仁
の
乱
ま
で
に
四
回
み
ら
れ
る
)
へ
ス
ム
ー
ス
に
武
田
被
官
に

移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

花
押
写
真
の
掲
載
に
際
し
て
は
、
文
書
所
蔵
者
の
京
都
府
立
総
合
資
料
館
・
京
都
大
学

文
学
部
博
物
館
・
東
寺
・
大
谷
雅
彦
氏
か
ら
御
快
諾
を
賜
っ
た
。
ま
た
へ
福
井
県
県
史

編
さ
ん
課
の
山
名
暢
氏
、
小
浜
市
教
育
委
員
会
の
杉
本
泰
俊
氏
か
ら
も
種
々
の
御
教
示

に
預
か
っ
た
。
特
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。

(
平
成
四
年
九
月
三
十
日
受
理
)
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The Domination System of Wakasa Country by the Isshikis as Shugo:

The Change of Relationship between Ko-shugodai and Zaikoku-bugyo

Shoichi KAWAMURA

The position of Shigenobu Takeda (武田重信) as the first Ko-shugodai (小守

護代) was, at the begenning, almost the same as that of Zaikoku-bugyo (在国奉

行). From around 1381, clear differences began to appear between the position of

Ko-shugodai and that of Zaikoku-bugyo in general. But at the same time, an

influential Zaikoku-bugyo named Jokyd Tsuda (津田浄玖) appeared. He had

almost the same powers as Shigenobu did, and they collected taxes in cooperation.

This cooperative system was maintained in the generation of Shigenobu s son

Nagamori (長盛). But when Osamu Chohoji (長法寺納) was appointed as

Ko-shugodai in 1406, he began to exert a strong leadership by taking Zaikoku-

bugyo into his service. In order to resist this, Shugodai Noritada Mikata (三方

範忠) in Kyoto removed Chohoji and apointed Saburozaemon Matsuyama (松山三

郎左衛門) as Ko-shugodai. But he also tried to follow in the same wake. In the

Muromachi era (室町時代), when Shugo and Shugodai made their residence in

Kyoto, it was a general tendency that the dominators placed in their respective

countries strengthened their private powers as well.
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